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は
じ
め
に 

萩
本
藩
と
そ
の
支
藩
徳
山
藩
の
両
初
代
藩
主
は
兄
弟
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
本
支
藩
は
確
執
を
抱
え
な
が
ら
次
世
代
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。 

一
七
一
五
（
正
徳
五
年
）
六
月
発
生
し
た
万
役
山
事
件
を
発
端

に
つ
い
に
業
を
煮
や
し
た
萩
本
藩
は
、
こ
れ
ま
で
の
徳
山
藩
へ
の

怒
り
を
幕
府
に
訴
え
で
た
。
果
た
し
て
、
幕
府
の
裁
定
は
萩
本
藩

主
さ
え
思
い
も
よ
ら
ぬ
徳
山
藩
の
改
易
で
あ
っ
た
。 

一
七
一
六
（
正
徳
六
年
）
四
月
、
時
の
徳
山
藩
主
は
第
三
代
を
数

え
、
そ
の
藩
主
毛
利
元
次
は
家
臣
の
誰
ひ
と
り
も
随
従
が
許
さ
れ

ず
、
遠
く
新
庄
藩
へ
お
預
け
と
な
り
、
ま
た
、
残
さ
れ
た
藩
主
家
族 

       も
萩
本
藩
へ
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

徳
山
の
侍
屋
敷
は
打
ち
壊
さ
れ
、
藩
士
も
す
べ
て
萩
本
藩
へ
転

ず
る
こ
と
と
な
り
、
徳
山
の
民
は
涙
に
く
れ
た
。
し
か
し
、
徳
山
藩

の
再
興
（
元
次
嫡
子
百
次
郎
の
出
世
）
に
燃
え
る
男
た
ち
が
い
た
。

わ
ず
か
な
徳
山
藩
士
が
萩
へ
の
移
動
を
拒
み
、
浪
人
の
身
と
な
り
、

徳
山
藩
再
興
へ
苦
心
惨
憺
し
た
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
時
の
経
つ
こ
と
四
年
、
一
七
一
九
（
享
保
四
年
）『
百

姓
中
』
と
名
乗
っ
た
藩
士
に
よ
る
『
嘆
願
書
』
が
功
を
奏
し
、
幕
府

の
老
中
の
目
に
留
ま
る
こ
と
と
な
り
、
つ
い
に
奇
跡
の
再
興
を
果

た
し
た
の
で
あ
る
。
最
大
の
功
労
者
は
藩
主
元
次
公
に
蟄
居
を
言

い
つ
け
ら
れ
て
い
た
徳
山
藩
士
奈
古
屋
勘
左
衛
門
里
人
だ
が
、
他

徳
山
藩
再
興
に
尽
力
し
た
陰
の
功
労
者 

中
山
伴
七
と
そ
の
一
族 

  

会
員 

栗
﨑 

健 



に
戸
田
佐
右
衛
門
茂
貞
、
戸
田
仁
左
衛
門
安
貞
、
吉
弘
嘉
右
衛
門

直
信
、
稲
垣
六
七
忠
政
が
里
人
を
含
め
た
五
大
功
労
者
と
賞
賛
さ

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
徳
山
市
史
』
の
「
徳
山
藩
再
興
」
の
項

目
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
文
章
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
を
こ
こ

に
引
用
す
る
。 

『
徳
山
藩
再
興
に
尽
力
を
し
た
人
々
の
中
で
、「
徳
山
御
還
附
一

件
」
の
記
録
に
運
動
資
金
の
提
供
者
と
し
て
、
そ
の
功
績
を
認
め

ら
れ
て
い
る
徳
山
町
人
古
屋
伴
七
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
補
足
を

必
要
と
す
る
。 

古
屋
は
そ
の
屋
号
で
、
姓
は
中
山
、
名
は
伴
七
と
い
い
、
後
に
善

右
衛
門
と
改
め
た
。
善
右
衛
門
は
里
人
が
京
都
に
出
て
青
蓮
院
宮

家
に
寄
寓
し
一
人
で
苦
心
画
策
し
て
い
た
当
時
か
ら
、
あ
る
い
は

路
銀
を
提
供
し
、
あ
る
い
は
互
い
に
機
密
を
連
絡
し
あ
っ
た
仲
で

あ
る
。
後
に
は
戸
田
佐
右
衛
門
ら
が
里
人
の
手
足
と
な
っ
て
、
専

ら
江
戸
・
京
都
・
大
阪
の
間
に
活
動
し
た
が
、
善
右
衛
門
は
つ
い
に

表
面
に
立
た
ず
、
最
後
ま
で
陰
の
人
と
し
て
、
利
害
を
忘
れ
里
人

を
助
け
、
主
家
再
興
の
後
も
身
分
を
超
越
し
て
終
生
里
人
と
の
親

交
を
続
け
た
。』 

 

中
山
伴
七
は
周
南
市
大
迫
田
の
八
正
寺
墓
地
に
眠
る
。 

徳
山
藩
再
興
は
、
忠
臣
蔵
で
有
名
な
赤
穂
事
件
に
よ
り
、
播
磨

赤
穂
藩
が
改
易
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
一
八
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。

第
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
の
奇
跡
で
あ
っ
た
。 

 

徳
山
藩
再
興
の
陰
の
功
労
者
中
山
伴
七 

伴
七
は
中
山
家
第
五
代
、
ま
た
の
名
を
善
右
衛
門
と
い
う
。
父

新
六
と
共
に
徳
山
藩
再
興
に
尽
力
し
た
。
主
な
出
来
事
を
記
す
。 

一
七
一
四
（
正
徳
四
年
）
八
月
、
遠
石
八
幡
宮
へ
石
灯
籠
を
寄
進

す
る
。 

 

一
七
一
六
（
正
徳
六
年
）
正
月
、
江
戸
参
勤
交
代
資
金
と
し
て
六

貫
四
一
六
匁
六
分
及
び
銀
五
貫
目
を
献
上
。 

一
七
一
六
（
正
徳
六
年
）
六
月
二
一
日
、
徳
山
御
領
地
百
姓
中
よ

り
中
野
市
左
衛
門
に
書
状
を
送
る
。 

 

一
七
一
六
（
享
保
元
年
）
六
月
二
六
日
、
百
姓
一
揆
画
策
。
百
姓

町
人
ら
四
七
〇
〇
人
が
城
下
に
集
結
、
萩
へ
向
か
う
が
途
中
余
儀

な
く
撤
退
。
本
町
年
寄
中
山
伴
七
ら
年
寄
、
庄
屋
二
五
名
が
代
表

と
な
り
徳
山
藩
再
興
を
嘆
願
す
る
。 

 
 



[
諸
村
百
姓
中
よ
り
中
野
市
左
衛
門
に
宛
て
た
口
上
覚 

徳
山
市
史] 

（
萩
藩
士
中
野
市
左
衛
門
は
こ
の
騒
動
の
時
、
萩
本
藩
代
表
と

し
て
徳
山
側
と
折
衝
に
当
た
っ
た
人
物
） 

一
七
一
六
（
享
保
元
年
）
六
月
二
六
日
、
庄
屋
年
寄
よ
り
中
野
市

左
衛
門
宛
口
上
覚
の
「
御
請
状
之
事
」、
中
野
市
左
衛
門
よ
り
中
山

伴
七
宛
「
請
状
」
の
書
状
記
録
が
あ
る
。 

一
七
一
七
（
享
保
二
年
）
再
興
の
為
の
運
動
資
金
を
、
度
々
、
京

都
の
里
人
に
提
供
す
る
。 

 

一
七
一
九
（
享
保
四
年
）
徳
山
藩
再
興
な
る
。 

 
 

奈
古
屋
里
人
よ
り
感
状
約
百
通(

現
存
一
五
通
）
、
そ
の
他
同
志

の
も
の
よ
り
八
通
現
存
す
る
。
ま
た
里
人
妻
よ
り
善
右
衛
門
妻
宛

に
二
通
、
ほ
か
一
九
通
の
書
状
が
あ
る
。[

中
山
家
所
蔵] 

一
七
一
九
（
享
保
四
年
）
百
次
郎
様(

後
の
第
四
代
藩
主
毛
利
元

堯
）
よ
り
感
状
を
い
た
だ
く
。[

中
山
家
所
蔵] 

一
七
二
〇
（
享
保
五
年
）
御
部
屋
様
（
第
四
代
藩
主
毛
利
元
堯
の 

室
利
子
）
御
意
、
御
姫
様
（
元
堯
の
妹
幸
子
）
下
着
を
娘
へ
被
下

候
、
金
五
〇
〇
疋
賜
る
。 

 

一
七
二
〇
（
享
保
五
年
）
御
屋
敷
山
大
松
三
本
大
東 

風
に
て
吹 

き
折
れ
、
不
吉
に
思
わ
れ
た
御
部
屋
様
は
、
善
右
衛
門
に
金
毘
羅
、

厳
島
神
社
に
代
参
せ
し
め
る
。
そ
の
礼
に
手
紙
、
菓
子
を
添
え
、
御

紋
付
、
御
羽
織
金
子
五
〇
〇
疋
を
賜
る
。 

 

伴
七
の
代
（
年
号
不
明
）
天
了
院
様(

第
五
代
藩
主
毛
利
広
豊
）

よ
り
上
下
を
頂
戴
す
る
。 

 
 

伴
七
の
代
（
年
号
不
明
）
上
様
（
第
五
代
藩
主
毛
利
広
豊
）
益
々

御
機
嫌
宜
し
く
、
蓮
性
院
様(

第
四
代
藩
主
毛
利
元
堯
母
）
も
御
機

嫌
宜
し
く
御
樽
代
頂
戴
す
る
。 

 
 

伴
七
の
代
（
年
号
不
明
）
例
年
の
通
り
、
中
山
家
第
五
代
伴
七
、

鴨
一
羽
、
鰤
一
匹
、
御
台
所
へ
献
上
す
る
。 

一
七
四
五
（
延
享
二
年
）
一
一
月
一
六
日
死
去 

行
年
不
明 

 

< 

百
次
郎
が
中
山
伴
七
に
宛
て
た
感
状
文 

> 

高
禄
を
遺
し
候
者
さ
へ
も 

事
之
中
に
は
事
を
好
み 

邪
心
を

興
し
候
も
の 

有
之
中
に 

町
人
中
山
伴
七 

国
恩
を
思
ひ
忠
節

を
盡
し 

候
由
感
悦
之
事
に
候 

相
続
の
上
は
急
度
沙
汰 

に
も

可
及
此
由
可
申
聞
候 

 
 

 
 
 

[

中
山
家
所
蔵] 

 



奈
古
屋
里
人
か
ら
の
書
状
の
数
々 

                 

中
山
家
の
礎
を
築
い
た
人
々 

◇
初
代
中
山
惣
左
衛
門
（
生
没
年
不
明
） 

一
五
五
七
（
弘
治
三
年
）
江
良
弾
正
忠
の
子
江
良
愛
童
に
被
官
。

陶
晴
賢
の
旗
下
須
々
万
沼
城
に
籠
城
す
る
も
落
城
、
以
後
毛
利
家

家
臣
と
な
る
。 

 

一
五
六
九
（
永
禄
一
二
年
）
江
良
弾
正
忠
に
属
し
筑
前
立
花
要

害
に
籠
城
し
毛
利
氏
の
為
に
大
友
軍
勢
と
戦
う
。
後
江
良
氏
に
従

い
鹿
野
・
大
向
方
面
に
住
み
着
く 

。 

◇
第
二
代
中
山
新
右
衛
門
尉
（
生
没
年
不
明
） 

一
五
九
七
（
慶
長
二
年
）
二
月
、
毛
利
輝
元
よ
り
新
右
衛
門
尉
に

任
ぜ
ら
れ
る
。
毛
利
元
就
、
輝
元
に
仕
え
天
正
年
中
諸
所
の
戦
場

に
参
加
す
る
。 

◇
第
三
代
松
村
惣
左
衛
門
（ 

～
一
六
八
一
） 

一
六
五
二
（
承
応
元
年
）
大
津
島
の
牧
場
を
田
畠
に
開
墾
。
近
井

開
作
開
発
、
田
畠
一
町
。 

一
六
六
六
（
寛
文
六
年
）
五
月
、
大
向
石
ケ
原
の
新
開
作
を
申
し 

出
て
行
う
。
同
村
千
ヶ
瀬
山
よ
り
鹿
野
境
一
ノ
谷
ま
で
徳
山
藩
の

御
立
山
を
預
け
ら
れ
る
。
次
い
で
田
代
村
の
開
作
も
行
う
。 



一
六
七
四
（
延
宝
二
年
）
六
月
、
大
向
村
の
御
立
山
下
山
廻
り
役

を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。 

一
六
七
四
以
降
（
延
宝
年
中
）
徳
山
城
下
糀
町
に
居
を
変
え
町

人
と
な
る
。
中
山
姓
を
返
上
し
て
松
村
屋
と
号
し
商
売
を
始
め
る
。 

 

伴
七
の
父
第
四
代
中
山
新
六
、
親
子
で
再
興
に
尽
く
す 

一
六
八
二
（
天
和
二
年
）
大
津
島
近
江
開
作
、
島
田
村
開
作
、
赤

崎
山
開
作
を
行
う
。
浅
江
に
浅
江
松
村
屋
酒
場
を
造
る
。 

 

一
六
八
八
（
貞
享
五
年
）
五
月
、
大
津
島
近
井
に
お
い
て
田
畠
二

町
歩
の
開
墾
を
出
願
、
許
可
さ
れ
る
。 
 

一
六
九
三
（
元
禄
六
年
）
徳
山
幸
丁
に
酒
場
を
始
め
家
業
と
す

る
。
蔵
四
棟
、
部
屋
一
六
室
及
び
大
作
業
場
が
あ
っ
た
。 

一
六
九
七
（
元
禄
一
〇
年
）
大
津
島
近
江
に
田
一
町
七
反
一
畝

五
歩
、
畠
三
畝
を
開
墾
す
る
。 

一
七
〇
六
（
宝
永
三
年
）
三
月
、
栗
屋
沖
万
屋
開
作
石
盛
。
万
屋

吉
左
衛
門
、
大
工
長
太
夫
と
田
九
町
九
反
余
、
畠
四
町
五
反
三
畝

余
の
築
立
人
と
な
る
。 

一
七
〇
九
（
宝
永
六
年
）
三
月
、
徳
山
町
大
火
、
東
町
橋
か
ら
江 

田
町
ま
で
住
宅
一
三
〇
〇
余
軒
全
焼
。
無
量
寺
な
ど
も
類
焼
。
中

山
家
も
全
焼
し
家
財
道
具
等
焼
失
す
る
。 

一
七
一
四
（
正
徳
四
年
）
三
月
、
夜
八
ッ
時
、
向
い
よ
り
出
火
し

て
居
宅
商
売
道
具
す
べ
て
焼
失
す
る
。
そ
の
後
酒
屋
を
復
興
し
、

一
八
五
一
（
嘉
永
四
年
）
ま
で
営
業
す
る
こ
と
と
な
る
。 

一
七
一
五
（
正
徳
五
年
）
十
二
月
、
苗
字
差
し
許
さ
れ
る
。 

一
七
一
六
（
正
徳
六
年
）
正
月
、
屋
号
古
屋
を
頂
戴
す
る
。 

一
七
一
六
（
享
保
元
年
）
九
月
、
百
次
郎
様
の
出
世(

再
興
）
を

祈
り
、
伊
勢
神
宮
、
厳
島
大
明
神
、
讃
岐
金
毘
羅
様
へ
大
祈
願
を
な

す
。
息
子
へ
手
紙
を
宛
て
藩
の
再
興
、
尽
忠
の
恩
を
託
す
。 

一
七
二
〇
（
享
保
五
年
）
一
一
月
二
八
日
死
去 

行
年
不
明
。 

 

代
々
酒
造
業
を
生
業
と
す
る
中
山
家 

◇
第
六
代
中
山
二
代
目
善
右
衛
門
（ 

～
一
七
三
三
） 

一
七
三
三
（
享
保
一
八
年
）
三
月
、
困
窮
之
者
哀
憐
厚
く
、
御
部

屋
様
よ
り
金
子
一
〇
〇
疋
、
御
紋
付
上
下
を
賜
る
。 

 
◇
第
七
代
中
山
三
代
目
善
右
衛
門
（ 

～
一
七
五
〇
） 

一
七
四
六
（
延
享
三
年
）
一
二
月
、
紋
付
上
下
着
用
、
御
目
見
許 



さ
れ
る
。 

一
七
四
八
（
寛
延
元
年
）
一
〇
月
、
若
殿
様
近
々
、
江
戸
御
参
府

御
用
意
の
為
、
御
借
銀
心
遣
の
儀
、
御
当
用
銀
一
貫
目
差
し
出
す
。 

 

◇
第
八
代
中
山
勝
長
（ 

～
一
七
九
五
） 

一
七
四
八
（
延
享
五
年
）
三
月
、
紋
付
上
下
着
用
許
さ
れ
る
。
所

業
神
妙
に
つ
き
褒
章
さ
れ
る
。 

一
七
五
六
（
宝
暦
六
年
）
一
一
月
、
銀
三
貫
目
献
上
す
る
。 

一
七
五
六
（
宝
暦
六
年
）
一
二
月
、
身
柄
一
生
蔵
本
付
二
人
扶

持
、
帯
刀
永
々
差
し
許
さ
れ
、
御
目
見
差
し
許
さ
れ
る
。 

一
七
五
七
（
宝
暦
七
年
）
二
月
、
先
祖
よ
り
拝
領
之
御
紋
付
着
用

の
義
、
伺
書
の
通
り
差
し
許
さ
れ
る
。 

一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
年
）
御
当
用
銀
四
貫
目
差
し
出
す
。 

一
七
六
五
（
明
和
二
年
）
七
月
二
〇
日
付
け
の
書
状
に
検
断
頭

中
山
惣
左
衛
門
（
勝
長
）
と
あ
る
。 

一
七
七
七
（
安
永
六
年
）
一
二
月
、
酒
価
格
公
定
さ
れ
る
。
古
屋

惣
左
衛
門
酒
造
の
銘
柄
は
、
銘
酒
と
し
て
桜
川
酒
一
升
一
九
六
文
、

名
酒
と
し
て
千
と
せ
酒
一
升
一
一
二
文
。 

一
七
八
七
（
天
明
七
年
）
九
月
、
米
五
〇
俵
御
当
用
差
し
出
す
。 

春
、
江
戸
屋
敷
火
災
に
つ
き
、
河
内
弥
五
右
衛
門
よ
り
差
し
出
し 

要
請
の
書
状
あ
り
。 

一
七
九
四
（
寛
政
六
年
）
一
二
月
、
寛
政
五
年
の
米
三
〇
俵
を
供

出
し
た
件
に
よ
り
、
礼
と
し
て
羽
織
を
頂
く
。 

勝
長
墓
碑
銘 

遺
訓 

『
遺
戒
云 

莫
好
奢
侈 

莫
高
私
智 

従
天
自
然 

家
職
是
治 

 

世
の
華
に 

も
の
の
自
然
を 

忘
れ
な
よ 

和
石
』 

 
 

◇
第
九
代
中
山
幸
左
衛
門
（ 

～
一
七
九
七
） 

辰
の
年
一
二
月
（
年
号
不
明
）
代
々
紋
付
上
下
着
用
、
来
る
年
始

御
目
見
等
被
許
候
事
。
幸
左
衛
門
よ
り
河
内
弥
五
右
衛
門
殿
へ
申

上
書
写
。 

◇
第
十
代
中
山
平
右
衛
門
（ 

～
一
八
一
六
） 

一
八
一
四(

文
化
一
一
年
）
一
二
月
、
浜
崎
綿
会
所
本
方
頭
取
役
。 

◇
第
十
一
代
中
山
伴
七
（
一
八
〇
三
～
一
八
六
〇
） 

一
八
三
三(

天
保
四
年
）
古
屋
惣
左
衛
門
（
伴
七
）
、
一
八
二
五

(

文
政
八
年
）
酒
造
米
高
一
三
三
．
三
石
か
ら
一
八
三
三(

天
保
四

年
）
に
は
四
〇
〇
石
に
。
当
時
、
記
録
に
残
る
酒
店
は
一
一
軒
。 



一
八
四
六
（
弘
化
三
年
）
永
代
苗
字
帯
刀
。
中
山
伴
七
及
び
息
子 

宗
三
郎
両
者
の
生
年
月
日
記
載
の
書
状
あ
り
。 

一
八
五
四(
安
政
元
年
）
七
月
、
中
山
伴
七
、
夜
市
町
に
小
売
酒

店
を
許
さ
れ
て
い
た
書
状
あ
り
。 

 

維
新
の
波
に
翻
弄
、
第
十
二
代
宗
三
郎
（
一
八
四
六
～
一
九
〇
六
） 

中
山
家
は
代
々
徳
山
藩
に
尽
く
し
て
き
た
酒
造
業
を
営
む
町
人

で
あ
っ
た
。
藩
は
火
事
、
凶
作
、
江
戸
参
府
等
に
よ
り
多
額
の
費
用

を
要
す
る
度
に
、
金
銀
米
の
提
供
を
富
裕
層
に
依
頼
し
て
き
た
。

代
々
、
藩
の
資
金
源
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
中
山
家
は
幕

末
か
ら
大
変
革
の
維
新
に
か
け
、
藩
は
廃
藩
と
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
各
方
面
の
資
金
回
収
が
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
事
実
、
中
山
家
に
は
多
数
の
証
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼

の
下
関
の
豪
商
白
石
正
一
郎
も
幕
末
か
ら
維
新
に
向
け
財
が
底
を

つ
い
た
。
高
杉
晋
作
は
そ
の
借
財
を
藩
に
掛
け
合
お
う
と
し
た
と

い
う
。
中
山
家
も
同
様
、
藩
に
断
絶
を
申
し
出
て
、
長
男
宗
太
郎
は

富
田
の
末
次
家
の
養
子
と
な
り
中
山
家
は
こ
の
時
点
で
途
絶
え
た
。

断
絶
を
申
し
出
た
直
後
、
永
代
米
を
賜
っ
て
い
る
。 

一
八
六
八
（
明
治
元
年
）
徳
山
第
七
大
区
会
議
事
務
助
属
直
詰 

仰
せ
付
け
ら
れ
る
。 

一
八
七
一
（
明
治
四
年
）
八
月
、
上
申
「
乍
恐
御
願
申
上
候
事
」 

(

家
柄
断
絶
の
事
。
先
祖
の
位
牌
及
び
古
文
書
の
み
を
遺
す
。
） 

一
八
七
一
（
明
治
四
年
）
八
月
、
永
代
米
一
石
七
斗
七
升
賜
る
。 

宗
三
郎
の
代
（
年
号
不
明
）
一
二
月
、「
祝
儀
と
し
て
鰤
一
匹
、

鴨
一
羽
献
上
の
処
、
内
証
向
難
渋
に
つ
き
一
〇
ヶ
年
お
断
り
」
と

蔵
本
算
用
役
軍
場
治
郎
左
衛
門
よ
り
書
状
あ
り
。
初
代
善
右
衛
門

の
時
代
、「
例
年
の
通
り
、
祝
儀
と
し
て
献
上
」
と
同
様
の
記
述
あ

り
。
こ
の
年
ま
で
慣
例
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

      
 

何故、中山家に保存されていたのか

二百両の証文（次頁に全文） 



証
文 

一
金
弐
百
両
也 

但
当
癸
亥
ゟ
向
壬
申
迄
拾
ヶ 

年
之
間
元
居
尤
利
息
当
ㇳ
〆 

切
米
拾
石
宛
年
限
中
毎
暮 

被
下
之
至
壬
申
暮
元
金 

御
返
辨
約 

 右
当
今
攘
夷
切
迫
之
御
時
勢
奉
考 

御
軍
用
向
ェ
差
出
度
心
得
を
以 

前
書
之
辻
今
般
及
調
達
候
ニ
付
借
受 

被
仰
付
候
処
実
正
也
依
而
ハ
御
借
入 

年
限
中
利
息
当
ㇳ
〆
但
書
之
切
米 

出
右
受
方
毎
暮
被
下
之
至
壬
申
暮 

元
金
無
相
違
御
払
下
ヶ
可
被
仰
付
候 

為
念
御
世
帯
方
懸
ㇼ
御
役
人
中 

御
奥
判
之
証
文
相
渡
置
申
候
処
如
件 

文
久
三
年 

亥
八
月 

 
 

石
川
雄
左
衛
門 

小
野
甚
五
左
衛
門
殿 

 
 

右 

無
紛
存
候 

同
日 

 

入
沢
清
太
夫 

井
上
為
造 

江
村
彦
之
進 

本
城
清 

浅
井
謹
太
夫 

中
村
治 

波
乱
万
丈
第
十
三
代
東
一
郎
の
生
涯
（
一
八
七
六
～
一
九
六
三
） 

東
一
郎
は
父
の
代
に
断
絶
と
な
っ
た
中
山
家
を
再
興
し
た
異
才

な
人
物
で
あ
る
。
一
九
三
四
（
昭
和
九
年
）、
第
十
二
代
富
田
町
長

を
も
務
め
た
東
一
郎
の
生
涯
は
ま
さ
に
波
乱
万
丈
、
一
九
九
二
（
平

成
四
年
）、
新
周
南
新
聞
に
清
木
素
先
生
監
修
の
も
と
、
自
叙
伝
が

三
〇
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
。
次
に
、
足
跡
を
簡
略
に
記
す
。 

一
八
九
四
（
明
治
二
七
年
）
八
月
、
一
八
歳
に
し
て
単
身
福
川
港

を
出
港
。
厳
原
を
経
て
韓
国
釜
山
へ
。
そ
の
後
、
柳
樹
邑
に
駐
屯
し

て
い
た
日
本
軍
第
一
師
団
の
管
理
部
付
酒
保
員
と
し
て
従
軍
。 

一
八
九
六
（
明
治
二
九
年
）
三
月
、
師
団
認
定
の
陸
軍
用
達
共
賛

社
の
一
員
と
し
て
台
湾
へ
渡
る
が
苦
難
の
連
続
。
そ
の
後
中
国
へ

拠
点
を
変
え
る
も
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
年
）
義
和
団
事
件
に
巻

き
込
ま
れ
、
す
べ
て
の
努
力
が
水
泡
に
帰
す
。 

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
年
）
三
月
、
租
界
で
倉
庫
業
を
営
む
。
翌

三
五
年
世
界
的
な
銀
相
場
大
暴
落
で
中
国
経
済
が
破
た
ん
し
倒
産
。 

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
年
）
心
機
一
転
、
新
事
業
の
調
査
の
為
、

ド
イ
ツ
製
自
転
車
に
て
ひ
と
り
天
津
を
出
発
、
中
国
南
部
を
目
指 

す
。
し
か
し
事
故
に
遭
遇
、
重
傷
を
負
う
。
途
中
、
奇
跡
的
な
援
助 

文久 3 年より明治 5 年まで毎年暮利息を払い、明治 5 年暮には元金を

返済するという 200 両の証文。攘夷切迫の時勢につき軍用向きに差し

出す為、調達した。とあり、江村彦之進、本城清ら正義派の証人と蔵本

算用役の名前がある。藩は明治 4 年廃藩置県で消滅している。この証

文は現在も中山家に保存されている。 



を
受
け
な
が
ら
命
か
ら
が
ら
上
海
に
達
す
。
傷
心
の
帰
国
。 

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
年
）
六
月
、
陸
軍
通
訳
に
任
命
さ
れ
、
第

八
師
団
付
で
従
軍
。
そ
の
後
第
四
旅
団
司
令
部
付
、
先
頭
部
隊
に

属
す
。
敵
の
砲
火
凄
ま
じ
く
全
滅
の
危
機
、
旅
団
長
の
「
自
決
覚
悟

あ
り
た
し
」
の
訓
示
が
あ
り
、
万
歳
三
唱
し
死
を
覚
悟
す
る
。 

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
年
）
四
月
、
奇
跡
的
な
生
還
を
果
た
し
、

陸
軍
通
訳
の
戦
功
と
し
て
旭
日
章
勲
六
等
、
一
時
賜
金
従
軍
褒
章

を
下
賜
さ
れ
る
。
陸
軍
を
離
れ
三
井
物
産
長
春
出
張
所
員
と
な
る
。 

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
年
）
一
〇
月
二
六
日
、
山
口
県
人
代
表
と

し
て
ハ
ル
ビ
ン
駅
に
伊
藤
博
文
公
の
英
姿
を
迎
え
た
そ
の
時
、
目

前
に
て
狙
撃
さ
れ
る
。
悲
憤
、
言
語
に
絶
句
し
た
。 

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
年
）
一
二
月
、
期
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
引

き
止
め
ら
れ
る
も
辞
表
を
提
出
し
円
満
退
社
す
る
。 

一
九
一
二
（
明
治
四
五
年
）
六
月
、
妻
子
を
連
れ
ハ
ル
ビ
ン
に
赴

く
。
設
立
し
た
仲
買
業
が
小
寺
洋
行
の
ハ
ル
ビ
ン
総
代
理
店
に
指

名
さ
れ
、
巨
万
の
利
益
を
上
げ
る
も
、
不
測
の
災
難
に
遭
遇
。 

一
九
一
六
（
大
正
五
年
）
そ
の
後
も
天
変
地
異
、
不
測
の
災
難
に

度
々
襲
わ
れ
、
つ
い
に
妻
子
を
帰
国
さ
せ
、
県
と
朝
来
を
期
し
、 

ハ
ル
ビ
ン
を
去
る
。
大
連
に
て
再
び
麻
袋
製
造
に
着
手
す
る
。 

一
九
一
九
（
大
正
八
年
）
一
月
、
安
田
財
閥
の
傘
下
で
新
会
社
創

立
。
元
旦
、
郷
里
に
立
ち
寄
り
、
妻
子
を
連
れ
奉
天
に
着
任
。
満
蒙

繊
維
工
業
株
式
会
社
の
看
板
を
掲
げ
、
実
質
経
営
者
と
な
る
。 

一
九
二
二
（
大
正
一
一
年
）
四
月
、
工
場
か
ら
出
火
、
す
べ
て
灰

じ
ん
に
帰
す
。
社
員
や
二
千
人
の
中
国
人
職
工
を
円
満
解
散
さ
せ
、

後
始
末
に
奔
走
す
る
。
再
び
再
興
の
責
任
者
と
さ
れ
、
二
年
後
の

一
月
取
締
兼
総
支
配
人
と
な
り
、
新
工
場
の
操
業
が
再
開
。 

一
九
三
〇
（
昭
和
五
年
）
昭
和
二
年
張
作
霖
爆
死
事
件
突
発
。
対

日
思
想
に
わ
か
に
悪
化
し
、
世
界
的
経
済
の
不
振
に
伴
う
恐
慌
も

重
な
り
、
安
田
社
長
の
独
断
で
、
工
場
閉
鎖
、
全
員
解
雇
を
伝
え
る

よ
う
東
一
郎
に
命
令
が
下
さ
れ
た
。
突
然
の
暴
令
は
信
じ
が
た
く

社
員
ら
千
有
余
人
の
悲
惨
さ
を
思
う
と
と
う
て
い
認
め
ら
れ
ず
、

一
時
的
な
不
況
で
、
将
来
は
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
故
、
再

三
善
処
を
求
め
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
は
富
豪
の
威
圧
に
屈
し
、
辞

表
を
提
出
す
る
事
と
な
っ
た
。
憤
懣
激
高
す
る
社
員
、
職
工
を
東

一
郎
は
慰
撫
、
鎮
定
し
無
事
閉
鎖
を
完
了
。
退
職
金
は
す
べ
て
従

業
員
に
分
け
与
え
た
。
彼
ら
は
東
一
郎
に
感
謝
の
記
念
と
し
頌
徳



式
を
挙
行
。
か
つ
て
な
い
盛
大
な
行
列
と
な
り
、
音
楽
が
響
き
渡

る
中
、
金
色
美
麗
の
巨
大
な
一
対
の
額
を
東
一
郎
に
贈
っ
た
。 

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
年
）
そ
の
後
、
故
郷
で
隠
棲
閑
居
し
た
東

一
郎
は
五
冊
の
ノ
ー
ト
に
回
顧
録
を
記
し
、
『
俺
ノ
一
生
回
顧
録
』

と
し
て
遺
し
て
い
る
。
回
顧
録
の
最
後
に
は
「
禍
福
は
あ
ざ
な
え

る
縄
の
如
く
、
世
は
塞
翁
が
馬
な
り
け
る
」
と
波
乱
万
丈
の
人
生

を
締
め
く
く
っ
た
。 

そ
の
巨
大
な
一
対
の
額
は
、
現
在
も
中
山
家
の
玄
関
に
飾
ら
れ
、

時
を
経
た
今
も
光
り
輝
い
て
い
る
。 

 

 

最
後
に
、
中
山
義
文
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す 

 

中
山
家
第
十
五
代
当
主
中
山
義
文
氏
は
、
正
五
位
勲
三
等
海
軍

少
将
中
山
栄
の
長
男
。
徳
山
中
学
四
三
期
、
海
兵
七
五
期
、
京
都
大

学
を
卒
業
後
、
大
丸
に
入
社
。
香
港
大
丸
社
長
を
務
め
た
。
現
在
は

回
天
顕
彰
会
監
事
で
あ
る
。
大
正
一
五
年
生
ま
れ
、
九
四
歳
。 

 

徳
山
藩
再
興
三
〇
〇
年
を
機
に
自
宅
を
訪
問
、
中
山
伴
七
の
研

究
に
あ
た
り
、
こ
こ
ろ
よ
く
史
料
を
開
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

大
迫
田
本
正
寺
中
山
家
墓
所 

 

大
迫
田
八
正
寺
中
山
家
墓
所 

 

    

       

尚
、
書
状
の
解
読
に
松
永
恵
子
氏
の
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

感
謝
で
す
。 
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家
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嘉
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中
山
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『
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成
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』
『
中
山
家
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書
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以
上
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中
山
義
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山
市
史
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中
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徳
山
市
史
上
』
『
徳
山
市
史
年
表
』 

以
上
、
徳
山
市
史
編
纂
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『
新
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南
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聞
』
自
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連
載
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〇
回 

平
成
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（
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木
素
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『
俺
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生
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録
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中
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『
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所
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』 

山
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』 

神
本
正
律
寄
稿
分 


